
 

 

 様式第１０号(福祉系高校修学資金) 

借用書（長崎県福祉系高校修学資金） 

 

  

長崎県社会福祉協議会会長 様 

貸付番号（県社協使用欄）  氏名 長崎 花子 

高校名 

(学科・専攻まで詳しく) 

平和高等学校 福祉科 

入学年月 令和  8 年 ４ 月 現在 第  1 学年 

私は、次のとおり長崎県福祉系高校修学資金の貸付けを受けました。長崎県福祉系高校修学資金等貸付規

程等の規定に従い、学生としての本分を尽くして修学するとともに、卒業後は介護福祉士の登録を目指すと

ともに長崎県内において介護業務等に継続して従事することを誓約します。なお借用期間または返還猶予期

間において、本規程に定めることを履行できないときまたは返還猶予要件に該当しなくなったときは、本規

程に従い返還いたします。 

借 用 期 間 令和 ８ 年 ４ 月 から 令和 11 年 ３ 月までの ３ 年間 

修学準備金 ３０,０００ 円  

介護実習費 ９０,０００ 円 内訳（年額  30,000 円 ×   ３年） 

国家試験対策費 １２０,０００ 円 内訳（年額  ４0,000 円 ×  ３年） 

就職準備金 ２００,０００ 円  

借用総額 ４４０,０００ 円 
※ 金額（合計、内訳すべて）の訂正はできません。書き

損じた場合は、再作成して下さい。 

借用期間経過後の 

返還猶予期間 

借用期間経過後、長崎県内で介護福祉士として介護業務等に従事する期間が 3 年を経

過するまでの期間で、下記返還猶予要件にいずれにも該当する期間。 

返還猶予要件 
（右記いずれも満たす） 

①高校を卒業予定年度に卒業し、卒業から 1 年（初回試験不合格等の場合は 2 年）以

内に介護福祉士に登録すること 

②卒業後、長崎県内で介護業務等に継続して従事していること 

振込口座 

銀行名 支店名 口座種類 口座番号 口座名義（カタカナ） 

○○ 長崎駅前 普通預金 1234567 ナガサキ ハナコ 

借用金は、原則年 1 回（初回は貸付決定時、2 回目以降は 5 月頃）分割で受領します。毎年介護実習費年

額及び国家試験対策費年額と加えて入学時年度は修学準備金、卒業年度は就職準備金を受領します。 

借受人 
(自署) 住所 長崎市茂里町 99－99   

氏名 長崎 花子               ㊞

  
※住所は、住民票の住所を正確に記載して下さい。 

私は、借受人に上記のとおり履行させるとともに、万一借受人が履行しない場合は、その債務を連帯して

負担いたします。 

連 帯 保

証人 
(自署) 

住所 長崎市茂里町 99－99 

氏名 
長崎 太郎                  

     実印 

※実印を押印下さい。 

連 帯 保

証人 
(自署) 

住所 
 

氏名  実印  

※実印を押印下さい。 

契約日 
（県社協が初回送金日を補記） 

令和 

長 

崎 

記入例（白地様式は次頁） 

金額（合計、内訳すべて）の訂正

はできません。書き損じた場合は、

再作成して下さい。 

長 

崎 

記入漏れがないようにして下さい。 

住民票の住所を、正確に記入して下さい。 

注意：日付は記入せず、必ず空欄にして下さい。 

この欄は、連帯保証人が

2 名の場合のみ使用して

下さい。 



 

 

様式第１０号(福祉系高校修学資金) 

借用書（長崎県福祉系高校修学資金） 
契約日 

（県社協が初回送金日を補記） 
令和 

長崎県社会福祉協議会会長 様 

貸付番号（県社協使用欄）  氏名  

高校名 

(学科・専攻まで詳しく) 

 

入学年月 令和   年   月 現在 第    学年 

私は、次のとおり長崎県福祉系高校修学資金の貸付けを受けました。長崎県福祉系高校修学資金等貸付規

程等の規定に従い、学生としての本分を尽くして修学するとともに、卒業後は介護福祉士の登録を目指すと

ともに長崎県内において介護業務等に継続して従事することを誓約します。なお借用期間または返還猶予期

間において、本規程に定めることを履行できないときまたは返還猶予要件に該当しなくなったときは、本規

程に従い返還いたします。             

借 用 期 間 令和   年   月 から 令和   年  月までの    年間 

修学準備金 円  

介護実習費  円 内訳（年額          円 ×   年） 

国家試験対策費 円 内訳（年額          円 ×   年） 

就職準備金 円  

借用総額  円 
※ 金額（合計、内訳すべて）の訂正はできません。書き損じた

場合は、再作成して下さい。 

借用期間経過後の 

返還猶予期間 

借用期間経過後、長崎県内で介護福祉士として介護業務等に従事する期間が 3 年を経

過するまでの期間で、下記返還猶予要件にいずれにも該当する期間。 

返還猶予要件 
（右記いずれも満たす） 

①高校を卒業予定年度に卒業し、卒業から 1 年（初回試験不合格等の場合は 2 年）以

内に介護福祉士に登録すること 

②卒業後、長崎県内で介護業務等に継続して従事していること 

振込口座 

銀行名 支店名 口座種類 口座番号 口座名義（カタカナ） 

  普通預金   

借用金は、原則年 1 回（初回は貸付決定時、2 回目以降は 5 月頃）分割で受領します。毎年介護実習費年

額及び国家試験対策費年額と加えて入学時年度は修学準備金、卒業年度は就職準備金を受領します。 

借受人 
(自署) 

住所 
 

氏名  ㊞  

※住所は、住民票の住所を正確に記載して下さい。 

私は、借受人に上記のとおり履行させるとともに、万一借受人が履行しない場合は、その債務を連帯して

負担いたします。 

連 帯 保

証人 
(自署) 

住所  

氏名  実印  

※実印を押印下さい。 

連 帯 保

証人 
(自署) 

住所  

氏名 実印  

※実印を押印下さい。 

 

この欄は、連帯保証人

が 2 名の場合のみ使用

して下さい。 




